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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成30年8月30日(2018.8.30)

【公開番号】特開2018-86102(P2018-86102A)
【公開日】平成30年6月7日(2018.6.7)
【年通号数】公開・登録公報2018-021
【出願番号】特願2016-230614(P2016-230614)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   5/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    5/04     ５１２Ｄ
   Ａ６３Ｆ    5/04     ５１６Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月23日(2018.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が
発生可能なスロットマシンにおいて、
　前記複数の可変表示部のそれぞれに表示結果を導出させるために操作される複数の第１
操作手段と、
　前記第１操作手段とは異なり、かつ遊技を進行させるために操作される第２操作手段と
を備え、
　表示結果組合せを導出するために最後に操作される前記第１操作手段への操作がされた
と判定された後、遊技用価値を付与するための付与処理を実行させないように当該第１操
作手段への操作が解除されたか否かの判定をループさせ、当該第１操作手段への操作が解
除されたと判定された後、前記第２操作手段への操作が解除されるまで、当該付与処理が
実行されず、
　表示結果組合せを導出するために最後に操作される前記第１操作手段への操作がされた
と判定された後、前記付与処理を実行させないように当該第１操作手段への操作が解除さ
れたか否かの判定をループさせ、当該第１操作手段への操作が解除されたと判定された後
、前記第２操作手段への操作が解除されていれば当該付与処理が実行される、スロットマ
シン。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　特許文献１には，「従来のスロットマシンのストップボタンは、停止操作が行われたス
トップボタンが非押下状態になることで、次の停止操作が可能となるように構成されてい
る。このため、例えばストップボタンが押下状態のままになる不具合（単に、不具合と称
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する場合がある）が生じると、以降の停止操作が不可能になる。このような状況下では、
以降の停止操作が不可能になるため、遊技者が不具合を判断することができる場合がある
」こと、「上記のような問題に鑑み、停止操作を受け付けたストップボタンが非押下状態
に戻らなくても、以降の停止操作を可能とする構成」および、「入賞判定処理では、スト
ップボタンが全て非押下状態であることを判定（図１９のステップＳ１５０１）した後に
、どの役に入賞したかの判定（図１９のステップＳ１５０７）が行われ、さらに、入賞判
定結果を設定する処理（図１９のステップＳ１５０９）が実行され」、「入賞判定処理に
続いて、メダル払出処理（メイン）が実行され」るスロットマシンが開示されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１６１３８６号公報
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この発明は、かかる実情に鑑み考え出されたものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が
発生可能なスロットマシンにおいて、
　前記複数の可変表示部のそれぞれに表示結果を導出させるために操作される複数の第１
操作手段と、
　前記第１操作手段とは異なり、かつ遊技を進行させるために操作される第２操作手段と
を備え、
　表示結果組合せを導出するために最後に操作される前記第１操作手段への操作がされた
と判定された後、遊技用価値を付与するための付与処理を実行させないように当該第１操
作手段への操作が解除されたか否かの判定をループさせ、当該第１操作手段への操作が解
除されたと判定された後、前記第２操作手段への操作が解除されるまで、当該付与処理が
実行されず、
　表示結果組合せを導出するために最後に操作される前記第１操作手段への操作がされた
と判定された後、前記付与処理を実行させないように当該第１操作手段への操作が解除さ
れたか否かの判定をループさせ、当該第１操作手段への操作が解除されたと判定された後
、前記第２操作手段への操作が解除されていれば当該付与処理が実行される。
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　なお、以下の構成を備えるスロットマシンであってもよい。
　（１）　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え
、
　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が
発生可能なスロットマシン（たとえば、スロットマシン１）において、
　前記複数の可変表示部のそれぞれに表示結果を導出させるために操作される複数の導出
操作手段（たとえば、ストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，８Ｒ）と、
　前記複数の導出操作手段の操作に応じて表示結果組合せを導出させる制御を行う導出制
御手段（たとえば、停止制御を行うメイン制御部４１）と、
　前記導出制御手段が導出させた表示結果組合せに応じて特定制御を行う特定制御手段（
たとえば、入賞判定処理におけるＳ４３以降の処理を行うメイン制御部４１）とを備え、
　前記導出制御手段は、前記複数の可変表示部の表示結果組合せを導出させるための前記
導出操作手段への最後の操作が行われたときに、当該導出操作手段以外の導出操作手段へ
の操作が維持された状態であるか否かに関わらず、前記導出操作手段への最後の操作に応
じて表示結果組合せを導出させる制御を行い（たとえば、図２３に示すように、ｔ１にお
いて、右ストップスイッチ８Ｒが操作されたときに、左ストップスイッチ８Ｌおよび中ス
トップスイッチ８Ｃへの操作が維持されていても、右ストップスイッチ８Ｒを操作したこ
とに基づく停止制御を行う）、
　前記特定制御手段は、
　　前記導出操作手段への最後の操作が維持されているときには前記特定制御を行わない
一方で、当該導出操作手段への最後の操作が解除されたときには前記特定制御を行うこと
が可能であり（たとえば、図２２に示すように、ストップスイッチに含まれる最後に操作
されたストップスイッチへの操作が維持されているときは、入賞判定処理におけるＳ４３
以降の処理が行なわれないが、ストップスイッチに含まれる最後に操作されたストップス
イッチへの操作が解除されたときには入賞判定処理におけるＳ４３以降の処理が実行され
得る）、
　　前記導出操作手段への最後の操作が解除されたとしても、当該最後の操作に対応する
前記導出操作手段以外の遊技進行に係る操作手段のうち、一の操作手段（たとえば、スタ
ートスイッチ７、最後に操作されたストップスイッチ以外のストップスイッチ）への操作
が維持されているときには前記特定制御を行わない一方で、他の操作手段（たとえば、Ｍ
ＡＸＢＥＴスイッチ６）への操作が維持されているときには当該特定制御を行う（たとえ
ば、図２３に示すように、ｔ２からｔ４において、右ストップスイッチ８Ｒへの操作が解
除されたとしても、スタートスイッチ７、左ストップスイッチ８Ｌおよび右ストップスイ
ッチ８Ｒへの操作が維持されているときは遊技補助表示器１２の表示は更新されないもの
の、ＭＡＸＢＥＴスイッチ６への操作が維持されていても遊技補助表示器１２の表示は更
新される）。
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